
社会福祉法人 和光福祉会 

和光福祉会 

訪問看護ステーション 

『私たちの理念』 

 すべての人が住み慣れた地域

で安心して過ごせるよう、より

高度で充実した、保健、医療、

福祉サービスを提供することを

理念としています。 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

住み慣れた地域で 

 『自分らしく』 

  暮らし続けることを 

   支えます 

ご利用前に・・・ 

介護サービスセンター（訪問看護ステーション） 

案内図 

東武東上線・有楽町線・副都心線「和光市駅」南口下車 

徒歩７分 

◆連絡先◆ 

 和光福祉会訪問看護ステーション 

 〒３５１－０１１２ 

   埼玉県和光市丸山台２－６－２０  

 TEL  : ０４８－４６８－１５８０ 

 FAX  : ０４８－４６０－２９４１ 

 MAIL :  kango@fukusi.or.jp 

 事業所番号 介護保険 162390011 

       医療保険 23.9001.1  

『基本方針』 

１．福祉の使命を深く自覚し、地域に

密着した福祉サービスを実現し社会に

貢献する 

２．施設福祉サービスと在宅福祉サー

ビスの機能的連携を図り、要介護高齢

者・障害者の自立と安定化を支援する 

３．ご利用者に対し、常に公平性・透

明性お及び客観性を確保し、満足のい

くより良いサービスを提供するととも

に、リスク防止及び苦情解決を最優先

とする 

４．常に安定した経営自立の認識を持

つ。また、サービス提供の低下に繋が

らないよう配慮した上で、コスト削減

への意識を強め、創意と工夫に努め、

環境にもやさしい事業者として心掛け

る 

５．職員は和をもって一丸となり、職

務の遂行に努め質の向上を図る 

６．職員一人ひとりが優れた人材とな

ることを目指し、積極的に研修に参加

すると共に自己啓発に励む 

ご利用までの流れ 

担当のケアマネージャーやかかりつけ

医師へご相談 

ご自宅にお伺いし、ご説明・ご契約 

訪問看護サービス開始 

ご利用料金 

 原則、介護保険法に基づくサービス、

及び医療保険法によるサービスは、費用の

１～３割をご利用者の負担割合に応じてご

負担いただきます。 

詳細は契約時にご説明致します。 

営業時間・サービス提供地域 

◆営業時間◆ 

（土・日・祝日、年末年始を除く） 

８：３０～１７：３０ 

◆サービス提供地域◆ 

和光市とその近隣 

ご相談 

お申し込み 

指示書発行 

かかりつけ医師が訪問看護指示書を

発行 

 訪問看護サービスは、介護保険と医療

保険の利用ができます。介護保険をご利

用の方は担当ケアマネージャーに、医療

保険をご利用の方はかかりつけ医師にご

相談ください。 

その他わからないことがありましたら、 

当ステーションへお気軽にご相談下さ

い。 



病状の観察 

病気や障害の状態、血圧、

体温、脈拍等のチェックを

し、異常の早期発見 
在宅療養のお世話 

身体の清拭、洗髪、入浴介

助、食事や排泄等の介助・

指導 

薬の相談 

薬の作用・副作用の説明、

飲み方の指導、残薬の確認

等 

医師の指示による   

医療処置 

点滴、カテーテル管理（胃ろ

う、尿道留置カテーテル

等）、インシュリン注射等 

医療機器の管理 

在宅酸素、人工呼吸器等の

管理 

床ずれ予防・処置 

床ずれ防止の工夫や指導、床

ずれの手当て 

小児訪問看護に

ついてもご相談

ください 

認知症・精神疾患の   

ケア 

利用者と家族の相談、対応方

法の助言等 

介護予防 

健康管理、低栄養や運動機能

低下を防ぐアドバイス等 

ご家族等への      

介護支援・相談 

介護方法の助言。病気や介

護の不安の相談等 

在宅での       

リハビリテーション 

拘縮予防や機能の回復、嚥

下機能訓練等 

ターミナルケア 

がん末期や終末期を自宅で

過ごせるよう支援 

訪問リハビリとは？ 

 通所が困難なご利用者を対象に、その方

の居宅において、心身の機能の維持回復を

図り、日常生活の自立を助けるために行わ

れるリハビリが訪問リハビリです。 

医師の指示に基づき、専門の療法士が実生

活に合わせた評価・訓練等を行います。 

状態の観察 

体の状態、血圧、体温、

脈拍等のチェックをし、

異常の早期発見とリハビ

リの可否の判断 

認知機能の    

評価・訓練 

認知機能・高次脳機能・精

神機能の評価・訓練、及び

それらに関する指導 

身体機能の     

評価・訓練 

麻痺・筋力・バランス等の

機能と、立つ・歩く等の動

作に対する評価・訓練、及

びそれらに関する指導 

日常生活動作の  

評価・訓練 

食事・家事・趣味活動等の

日常生活に関する動作の評

価・訓練、及びそれらに関

する指導 

福祉用具の選定 

その方に合わせた

杖・歩行器・車椅

子・手すり・自助具

等の選定 

家屋環境の整備 

家具・家財の配置

や、自宅内の移動

ルートのアドバイス

等 

介護者への支援 

家族・ヘルパー等へ

の運動方法や介助方

法のアドバイス等 

自立への支援 

自身で出来る運動や動

作方法のアドバイス、

社会参加に繋げる為の

支援等 

看護的な役割も

担っています 

訪問時に行うこと 

◆状態の確認 5 ～ 10 分 

  （運動する上で問題ないかどうか） 

◆書類の確認や訪問記録等 5 ～ 10 分 

◆リハビリ 上記を除いた時間 

ゴール達成へ 

ゴールの例 

◆自宅内の移動が安定し自立した 

◆家族の介助でデイサービス等へ安全

に外出出来るようになった 

◆食事が自立した 

◆着替えが自立しトイレが一人で出来

るようになった 

◆ヘルパーと一緒に調理が出来るよう

になった 

その方に合わせたアプローチを行うことで･･･ 


